
 

 

  

平成 30 年 4 月 3日 

国土交通省 九州地方整備局 

武雄河川事務所 

 

 

 

 

武雄河川事務所が管理する河川において、河川氾濫のおそれがある（氾濫危険水位を超えた）

情報及び河川氾濫が発生した情報を携帯電話事業者が提供する「緊急速報メール」のサービス

を活用して、皆様の携帯電話やスマートフォンに一斉配信します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【洪水情報のプッシュ型配信のイメージ】 

 

「洪水情報」とは 

指定河川洪水予報の氾濫危険情報（レベル４）及び氾濫発生情報（レベル５）の発表を契機とし

て、住民の主体的な避難を促進するために配信する情報です。 

「プッシュ型配信」とは 

受信者側が要求しなくても発信者側から情報が配信される仕組みです。 

九州地方整備局では、「水防災意識社会 再構築ビジョン」のもと、洪水時に住民の主体的な避難

を促進するため、平成２９年５月１日より番匠川水系（大分県）、五ヶ瀬川水系（宮崎県）、本明

川水系（長崎県）の３水系において洪水情報のプッシュ型配信に取り組んでおり 

平成３０年５月１日から、配信対象エリア拡大を拡大します。 

※エリア拡大により、全国で１０９水系、九州は２０水系に配信します。 

 

１ 開始日 

平成３０年５月１日（火） 

２ 配信対象 

嘉瀬川水系（佐賀市、小城市） 

六角川水系（佐賀市、多久市、武雄市、小城市、嬉野市、大町町、江北町、白石町） 

松浦川水系（唐津市、伊万里市、武雄市） 

緊急速報メールを活用した洪水情報のプッシュ型配信を開始します 

（嘉瀬川水系、六角川水系、松浦川水系） 



３ 配信対象者 

配信エリア内の携帯電話等（NTT ﾄﾞｺﾓ、KDDI・沖縄ｾﾙﾗｰ、ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ（ﾜｲﾓﾊﾞｲﾙ含む））のユー

ザーを対象 

４ 配信する情報 

対象河川において、「河川氾濫のおそれがある(氾濫危険水位を超えた)情報」及び「河川氾

濫が発生した情報」を配信（別紙－１参照） 

５ 留意事項 

・携帯電話事業者毎の基地局や通信システムの関係により、配信対象となる市町村よりも広範

囲のエリアに緊急速報メールが送信されることがあります。 

・携帯電話等の電源が入っていない場合や、圏外、電波状況の悪い場所、機内モード時、通話

中、パケット通信中の場合は受信することができません。 

・ご利用の機種により、緊急速報メールに対応していない場合があります。 

・緊急速報メールを受信するために、受信設定が必要な場合があります。詳細については、各

携帯電話事業者のホームページよりご確認ください。 

NTT ドコモ：https://www.nttdocomo.co.jp/service/safety/areamail/compatible_model/index.html 

KDDI･沖縄セルラー：http://www.au.kddi.com/mobile/anti-disaster/kinkyu-sokuho/enabled-device/ 

ソフトバンク：http://www.softbank.jp/mobile/service/urgent_news/models/ 

ワイモバイル：http://www.ymobile.jp/service/urgent_mail/ 

 

 

 

 

 

 

※嘉瀬川水系、六角川水系、松浦川水系以外の九州の情報については、国土交通省九州地方整備局

の記者発表をご覧下さい。（http://www.qsr.mlit.go.jp/）

【問い合わせ先】 

国土交通省 九州地方整備局 武雄河川事務所 

副所長 的場（まとば）、地域防災調整官 高場（たかば） 

電話番号０９５４－２３－７９３９ 



別紙－１ 

配信内容 

 

対象河川（嘉瀬川水系、六角川水系、松浦川水系）において、氾濫危険水位を超えて河川氾濫の恐れがある情報及び河川氾濫が発生した情報を緊

急速報メールを活用して以下のように配信します。 

 

【嘉瀬川が対象となった場合の配信文例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 参考資料  

 危険度レベルと水位の関係  


